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筆
者
は
先
に
武
林
唯
七
の
祖
父
と

さ
れ
る
明
国
人
孟
二
寛
（
二
官
）、

日
本
名
武
林
治
庵
に
つ
い
て
研
究

ノ
ー
ト
を
発
表
し
た
（「
孟
二
寛
と

そ
の
後
裔
」『
史
学
』
七
十
四
巻
四

号
、
平
成
十
八
年
三
月
）。
二
寛
を

朝
鮮
の
役
に
お
け
る
俘
虜
と
す
る
こ

と
は
赤
穂
事
件
と
同
時
代
か
ら
行
わ

れ
て
い
る
。
室
鳩
巣
（
一
六
五
八
〜

一
七
三
四
）
は
唯
七
の
「
先
世
」
を

初
め
文
禄
の
役
で
捕
虜
と
な
っ
た
朝

鮮
の
人
で
あ
り
、
姓
氏
不
明
、
子
孫

は
先
世
の
出
身
地
で
あ
る
武
林
を
姓

に
し
た
と
述
べ
て
い
る
（『
赤
穂
義

人
録
』
巻
下
。
石
井
紫
郎
校
注
『
近

世
武
家
思
想
』
岩
波
日
本
思
想
大
系

二
十
七
、一
九
七
四
年
三
三
〇
頁
）。

次
い
で
『
鳩
巣
小
説
』
巻
之
下
（
元

禄
十
六
年
自
序
、
同
十
七
年
跋
、
宝

永
六
年
定
稿
）
に
な
っ
て
朝
鮮
に
援

軍
を
送
っ
た
明
国
の
人
で
あ
る
と
訂

正
し
た
上
、
杭
州
武
林
を
郷
里
と
す

る
孟
二
寛
と
い
う
人
物
で
あ
り
、「
只

七
」
に
と
っ
て
は
祖
父
に
あ
た
る
。

日
本
で
は
武
林
次
庵
と
称
し
医
を
業

と
し
た
が
、
明
暦
二
年
（
一
六
五
六
）

に
死
去
し
た
、
と
よ
り
詳
し
く
記
し

て
い
る
（
臨
川
書
店
復
刻
本
『
続
史

籍
集
覧
』
第
六
冊
）。
た
だ
し
文
禄
、

慶
長
い
ず
れ
の
役
か
に
つ
い
て
は
明

言
を
避
け
て
い
る
。

　

唯
七
の
祖
父
が
朝
鮮
の
役
に
お
い

て
日
本
の
軍
兵
に
捕
ら
え
ら
れ
て
日

本
に
伴
わ
れ
た
と
す
る
記
述
は
鳩
巣

以
後
も
諸
書
に
継
承
さ
れ
て
現
代
に

至
っ
て
い
る
が
、
そ
の
ど
れ
も
が
簡

略
な
記
載
で
あ
っ
て
、
十
分
な
史
料

的
裏
付
け
を
欠
い
て
い
る
。
筆
者

は
『
華
僑
華
人
事
典
』（
弘
文
堂　

二
〇
〇
二
年
）
の
編
集
に
携
わ
っ
た

際
、
戦
前
国
民
道
徳
「
忠
孝
」
の
手

本
と
さ
れ
、
文
学
や
大
衆
芸
能
で
人

気
の
高
い
赤
穂
義
士
の
中
に
今
日
い

う
と
こ
ろ
の
「
華
裔
」
が
存
在
す
る

意
外
性
か
ら
、「
武
林
唯
七
」
を
項

目
に
加
え
た
（
四
四
七
頁
）。
そ
の
経

緯
も
あ
っ
て
、
孟
二
寛
の
身
世
に
関

し
て
ど
こ
ま
で
実
証
的
研
究
が
進
ん

で
い
る
の
か
気
懸
か
り
と
し
て
残
り
、

俘
虜
説
の
現
状
を
探
っ
た
結
果
が
前

出
研
究
ノ
ー
ト
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

発
表
後
、
中
央
義
士
会
理
事
長
中

島
康
夫
氏
か
ら
筆
者
の
参
照
し
て
い

な
い
先
行
研
究
に
日
本
放
送
出
版
協

会
が
昭
和
六
十
二
年
に
編
集
、
発
行

し
た
『
Ｎ
Ｈ
Ｋ
歴
史
ド
キ
ュ
メ
ン
ト

⑤
』
が
あ
る
旨
御
教
示
、
御
指
摘
を

受
け
た
。
一
般
向
け
の
読
み
物
で
あ

る
が
、
そ
の
中
に
あ
る
Ｎ
Ｈ
Ｋ
小
柳

勇
一
郎
「
吉
良
を
討
っ
た
中
国
人
三

世
」
と
題
す
る
一
編
は
、
各
地
の
関

係
先
を
広
く
取
材
し
、
掘
り
起
こ
し

た
資
料
に
根
拠
を
求
め
な
が
ら
、
朝

鮮
の
役
俘
虜
説
と
は
異
な
る
所
説

を
披
露
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。（
以

下
題
名
を
省
略
し
小
柳
氏
と
し
て
引

用
）。
前
稿
に
お
い
て
こ
れ
を
参
照
し

え
な
か
っ
た
こ
と
は
ま
こ
と
に
慙
悸

の
念
に
た
え
な
い
。
小
柳
氏
は
武
林

末
裔
の
所
蔵
す
る
先
祖
由
緒
書
、
略

系
図
に
よ
っ
て
元
祖
孟
二
寛
を
明
国

か
ら
の
渡
来
人
で
は
あ
る
が
、
非
自

発
的
な
俘
虜
と
は
別
の
人
物
像
と
し

て
描
い
て
い
る
。
そ
こ
で
新
し
い
知

見
を
加
え
問
題
を
整
理
し
直
し
「
孟

二
寛
と
そ
の
後
裔　

補
遺
」『
史
学
』

七
十
五
巻
二
・
三
号
合
併
号
、
平
成

十
九
年
一
月
と
し
た
。

　

以
上
の
作
業
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

孟
二
寛
が
日
本
に
渡
来
し
た
経
緯
、

日
本
に
お
け
る
生
涯
、
子
や
孫
世
代

と
の
接
点
に
つ
い
て
、
史
料
の
欠
如

に
由
来
す
る
不
明
確
な
部
分
が
依
然

と
し
て
残
る
の
で
あ
る
。
筆
者
本
来

の
研
究
上
の
関
心
は
異
文
化
を
背

負
っ
た
華
僑
が
歴
史
的
郷
土
を
遠
く

離
れ
た
異
国
に
お
い
て
自
ら
を
ど
う

定
位
し
、
さ
ら
に
は
現
地
生
ま
れ
の

二
、三
世
す
な
わ
ち
華
裔
が
自
ら
を
ど

う
再
定
位
さ
せ
て
い
く
の
か
、
そ
の

文
脈
を
孟
二
寛
と
そ
の
後
裔
を
事
例

に
か
り
て
辿
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
て
、

義
士
研
究
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
し

か
し
筆
者
の
目
的
に
と
っ
て
も
、
先

ず
孟
二
寛
の
身
世
、
後
裔
と
の
接
点

に
つ
い
て
曖
昧
な
部
分
を
解
決
す
る

こ
と
が
前
提
条
件
と
な
る
。
さ
り
な

が
ら
日
本
の
前
近
代
史
研
究
に
門
外

で
あ
る
筆
者
に
は
現
状
以
上
に
研
究

を
進
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
こ

こ
に
中
島
氏
の
勧
め
に
応
じ
孟
二
寛

と
そ
の
後
裔
に
関
す
る
研
究
の
現
状

と
問
題
点
を
整
理
し
て
、
直
接
関
連

す
る
日
本
前
近
代
史
あ
る
い
は
義
士

研
究
な
ど
専
門
分
野
か
ら
の
御
教
示

を
仰
ぐ
こ
と
に
し
た
次
第
で
あ
る
。

　�

一�

家
伝
�
�
�
寛
永
渡
来
説

　

乙
酉
年
す
な
わ
ち
正
保
二
年

（
一
六
四
五
）
当
時
、
広
島
に
孟
士

式
、
日
本
姓
武
林
な
る
人
物
が
実
在

し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
そ
の

年
宮
島
の
主
峰
弥
山
の
景
観
を
孟
士

式
が
漢
文
で
綴
っ
た
「
寫
弥
山
佳

景
」
が
厳
島
神
社
宝
物
と
し
て
納
め

ら
れ
た
関
係
で
、
後
世
天
保
十
三

年
（
一
八
四
二
）
上
梓
の
『
芸
州
厳

島
図
会
』、
別
名
『
厳
島
名
所
図
会
』

巻
四
に
採
録
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
は
小
柳
氏
が
指
摘
し

て
い
る
と
お
り
で
あ
る
（
三
八
頁
）。

平
成
七
年
臨
川
書
店
刊
、
版
本
地
誌

大
系
七
、『
芸
州
厳
島
図
会
』
に
よ

っ
て
見
る
と
、
末
尾
に
士
式
撰
と
署
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名
し
、
そ
の
下
に
二
重
丸
に
印
篆
体

風
、
横
書
き
で
武
林
と
入
れ
た
印
形

が
お
さ
れ
て
い
る
。
編
述
者
岡
田
清

は
、
士
式
と
は
武
林
治
庵
の
こ
と
で

あ
り
、
唯
七
の
先
祖
で
、「
今
も
其

子
孫
當
藩
に
存
す
」
と
解
説
し
て
い

る
。
ち
な
み
に
署
名
に
は
「
亞
聖
鄒

國
公
六
十
一
代
孫
」
と
い
う
併
記
が

あ
る
。
二
寛
を
孟
子
六
十
一
世
の
後

裔
と
す
る
の
は
、
唯
七
の
出
自
を
美

化
す
る
後
世
の
潤
飾
で
は
な
く
、
治

庵
す
な
わ
ち
孟
二
寛
が
自
ら
称
し
て

い
た
こ
と
を
証
拠
立
て
て
い
る
。

　

さ
て
こ
の
人
物
の
身
世
で
あ
る

が
、
昭
和
十
四
年
そ
の
墓
が
広
島

市
中
区
南
湘
院
の
墓
地
で
発
見
さ

れ
て
い
る
。
南
湘
院
は
浅
野
本
家
菩

提
寺
で
あ
っ
た
国
泰
寺
塔
頭
の
一
つ

で
、
国
泰
寺
の
隣
に
あ
っ
た
。
発
見

を
報
じ
た
『
東
京
日
日
新
聞
』
昭

和
十
四
年
五
月
十
八
日
発
行
、
第

二
二
五
六
七
号
の
記
事
に
よ
る
と
、

唯
七
が
兄
渡
辺
半
右
衛
門
に
宛
て
た

最
後
の
手
紙
に
「
芸
藩
の
墓
地
」
と

い
う
語
句
が
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
中

央
義
士
会
主
事
井
筒
調
策
氏
が
広
島

講
演
旅
行
の
際
、
三
日
間
墓
を
片
っ

ぱ
し
か
ら
調
べ
て
廻
り
、
五
月
七
日
、

苔
む
し
荒
れ
は
て
た
状
態
の
墓
を
発

見
し
た
の
だ
と
い
う
。
墓
石
に
は「
治

庵
玄
道
大
徳
覺
翁
信
篤
居
士
」
と
刻

ま
れ
て
お
り
、
丹
念
に
洗
っ
て
み
る

と
「
裏
面
」
か
ら
次
の
よ
う
な
銘
が

現
れ
出
た
と
報
道
さ
れ
て
い
る
。

法
名
治
庵
玄
道
大
徳
�
治
庵
名
士
式

明
杭
州
武
林
郡
人
漂
流
仕
長
門
國
稱

孟
二
官
後
仕
藝
藩
為
醫
官
改
武
林
治

庵
�
明
暦
三
年
丁
酉
五
月
十
八
日
病

死
實�

亞
聖
孟
子
六
十
一
世
裔
也

　

花
一
つ
供
え
る
人
も
な
く
忘
れ
ら

れ
た
墓
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ

の
年
十
一
月
広
島
赤
穂
義
士
追
遠
会

が
「
赤
穂
義
士
武
林
唯
七
祖
父
治
庵

之
墓
在
南
湘
院
」
と
す
る
石
碑
を
立

て
一
般
参
詣
人
の
道
標
と
し
た
と
こ

ろ
を
み
る
と
、
義
士
顕
彰
の
風
潮
が

強
か
っ
た
広
島
に
お
い
て
そ
れ
な
り

の
反
響
が
あ
っ
た
も
の
と
想
像
さ
れ

る
。
こ
の
道
標
は
現
在
も
広
島
市
西

区
己
斐
上
の
国
泰
寺
に
残
っ
て
い
る
。

　

墓
石
に
刻
ま
れ
た
孟
二
寛
の
身
世

は
、
杭
州
武
林
を
家
郷
と
す
る
明
国

の
人
で
あ
り
、
孟
子
六
十
一
代
の
後

裔
で
、
初
め
孟
士
式
と
い
っ
た
。
長

門
国
に
「
漂
流
」
し
て
同
国
で
仕
官

し
孟
二
官
と
称
し
た
。
後
、
広
島
藩

の
医
師
と
な
り
武
林
治
庵
と
改
め
た
。

明
暦
三
年
（
一
六
五
七
）
五
月
十
八

日
病
死
、
法
名
は
治
庵
玄
道
大
徳
、

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
墓
誌

で
あ
り
な
が
ら
行
年
を
明
記
し
て
い

な
い
こ
と
が
奇
異
に
感
じ
ら
れ
る
。

　

実
は
発
見
時
に
は
治
庵
の
墓
と
だ

け
報
道
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、

正
し
く
い
え
ば
明
治
元
年
病
死
し
た

武
林
家
七
代
尚
友
、
法
名
覺
翁
信
篤

居
士
を
合
葬
し
た
墓
で
あ
っ
た
の
で

あ
る
（
小
柳
氏
三
十
六
頁
）。
こ
の

こ
と
に
つ
い
て
は
後
に
改
め
て
記
す

こ
と
に
し
て
先
を
急
ぐ
と
、
墓
は
そ

の
後
昭
和
二
十
年
八
月
六
日
広
島
へ

の
原
爆
投
下
と
い
う
数
奇
な
運
命
に

あ
う
。
廃
墟
と
化
し
た
国
泰
寺
は
昭

和
五
十
三
年
に
な
っ
て
広
島
市
西
区

乙
斐
上
三
の
九
七
五
の
五
の
現
在
地

に
再
建
さ
れ
る
。
一
方
小
柳
氏
に
よ

る
と
、
南
湘
院
廃
墟
に
焼
か
れ
て
倒

れ
て
い
た
墓
は
子
孫
に
よ
っ
て
現
在

地
に
移
さ
れ
る
。（
三
十
六
頁
）
広

島
市
南
区
仁
保
の
西
福
寺
に
移
さ
れ

た
墓
石
に
つ
い
て
は
全
体
像
に
つ
い

て
紹
介
さ
れ
た
も
の
が
な
い
の
で
、

広
島
在
住
増
田
尚
雄
氏
を
わ
ず
ら
わ

せ
て
撮
影
し
て
い
た
だ
い
た
写
真
に

よ
っ
て
墓
誌
を
読
み
、
参
考
に
供
す

る
こ
と
に
す
る
。

　

先
ず
正
面
に
治
庵
、
尚
友
二
人
の

法
名
を

�

治
庵
玄
道
大
徳

�

覺
翁
信
篤
居
士

と
並
べ
て
刻
み
、
左
側
面
（
向
か
っ

て
右
）
に
治
庵
、
右
側
面
に
尚
友
の

身
世
を
各
々
次
の
よ
う
に
誌
す
の
で

あ
る
。

治
庵
名
士
式
明
杭
州
武
林
郡
人
漂
流
仕

長
門
�
稱
孟
二
官
後
仕�

藩
為
医
官

改
武
林
治
庵
明
暦
三
年
丁
酉
五
月
十
八

日
病
死
實�

亞
聖
孟
子
六
十
一
世
裔
也

覺
翁
名
尚
友
稱
文
兵
衛
武
林
治
庵
七

�
之
孫
也
明
治
元
年
戊
辰
八
月
十
六

日
病
死
享
年
六
十
五
合
葬
于
南
湘
院

境
内
治
庵
之
墓

ま
た
背
面
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い

る
。

昭
和
五
十
年
一
月
二
十
五
日
�
�
�

�
�

武
林�
�
�
�

行
年
七
十
九
才

�
�
�
�
�
�
�
�
�

富
子

以
上
に
よ
っ
て
、
南
湘
院
で
被
爆
し

た
墓
を
西
福
寺
に
移
し
た
の
が
武
林

キ
ク
エ
、
富
子
両
氏
で
あ
り
、
昭
和

五
十
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ

か
る
。
キ
ク
エ
氏
は
武
林
家
九
代
カ

ヨ
氏
の
子
で
あ
り
、
富
子
氏
は
孫
で

あ
る
（
小
柳
氏
、
三
十
五
頁
）。
ま

た
カ
ヨ
氏
の
孫
で
、
富
子
氏
と
イ

ト
コ
関
係
に
あ
る
山
田
一
彦
氏
が
お

り
、
墓
を
守
り
、
先
組
由
緒
書
と
家

系
図
を
所
蔵
さ
れ
て
い
る
（
同
前
）。

　

問
題
は
墓
石
の
履
歴
で
あ
る
。
南

湘
院
で
被
爆
し
た
墓
石
が
明
治
合
葬

時
に
新
調
さ
れ
た
墓
石
で
あ
る
の

か
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
前
に
あ
っ
た

治
庵
の
墓
を
活
用
し
一
部
改
造
し
た

も
の
な
の
か
、
今
と
な
っ
て
は
確
か

め
よ
う
が
な
い
。
ま
た
西
福
寺
に
現

在
あ
る
墓
に
つ
い
て
も
、
被
爆
し
た

墓
石
を
そ
の
ま
ま
用
い
、
背
面
の
み

現
在
の
よ
う
に
改
め
た
も
の
か
、
そ

れ
と
も
墓
石
を
新
し
く
用
意
し
、
正

面
と
両
側
面
の
墓
誌
を
被
爆
し
た
墓

石
か
ら
忠
実
に
模
刻
し
、
背
面
に
新

し
く
施
主
の
名
を
刻
ん
だ
の
か
、
こ

れ
ら
に
つ
い
て
小
柳
氏
は
何
ら
言
及

し
て
い
な
い
。

　

し
か
し
、
そ
の
ど
ち
ら
で
あ
ろ
う

と
も
、
墓
誌
は
二
寛
の
身
世
を
く
ま

な
く
伝
え
て
お
ら
ず
、
一
部
曖
昧
模

糊
と
し
た
部
分
を
残
す
恨
み
が
な
い

訳
で
は
な
い
。
そ
の
最
も
た
る
も
の

は
墓
誌
で
あ
り
な
が
ら
歿
年
月
日
を

記
す
の
み
で
あ
っ
て
行
年
に
つ
い
て

黙
秘
す
る
こ
と
、
並
び
に
渡
来
し
た

経
緯
に
つ
い
て
漠
然
と
長
門
国
に

「
漂
流
」
し
た
と
い
う
だ
け
で
あ
り
、

そ
れ
が
海
難
事
故
に
遭
遇
し
た
結
果

で
あ
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
紆
余
曲

折
あ
っ
て
彷
徨
の
末
に
長
門
国
に
到

っ
た
こ
と
を
婉
曲
に
表
現
し
た
の
か

判
断
し
か
ね
る
点
で
あ
る
。
こ
の
二

点
は
武
林
家
に
伝
わ
る
先
祖
由
緒

書
、
略
系
図
に
よ
っ
て
も
解
決
す
る

こ
と
が
期
待
で
き
そ
う
も
な
い
。
そ

の
記
載
内
容
が
墓
誌
と
大
同
小
異
で

あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

小
柳
氏
は
武
林
家
に
所
蔵
さ
れ
て

い
る
由
緒
書　

武
林
吉
之
丞
尚
義
先

祖
由
緒
書
の
部
分
写
真
を
あ
げ
て
い

る
。
そ
れ
を
見
る
と
、「
本
国
中
華

生
國
杭
州
武
林
郡
」、「
元
祖　

武
林

治
庵　

士
式　

初
名
二
官
」、「
姓
始

鄒
國
公
孟
軻
六
十
一
世
之
孫
」
と
し
、

家
紋
は
丸
に
林
の
字
を
入
れ
た
文
字

紋
と
替
紋
の
抱
き
澤

で
あ
り
、
寛

永
年
中
（
一
六
二
四
〜
四
四
年
）
長

門
国
に
「
飄
着
」
し
た
と
し
て
い
る

（
四
十
頁
）。
そ
の
他
の
こ
と
は
家
系

図
（
武
林
吉
之
丞
尚
義
略
系
図
）
を

実
見
し
た
小
柳
氏
の
記
述
に
よ
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
小
柳
氏
に
よ
る

と
、治
庵
は
寛
永
二
十
年
（
一
六
四
三

年
）
十
月
朔
日
摂
州
麻
田
藩
主
青
木

甲
斐
守
重
兼
の
斡
旋
に
よ
っ
て
広
島

藩
医
師
組
に
召
抱
え
ら
れ
、
御
切
米
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二
十
石
三
人
扶
持
を
与
え
ら
れ
た
と

い
う
（
三
十
七
頁
）。

　

す
な
わ
ち
、
由
緒
書
、
略
系
図
は
、

二
寛
の
身
世
に
つ
い
て
杭
州
武
林
郡

の
人
、
孟
子
末
裔
、
寛
永
年
間
長
門

に
漂
流
し
、
長
門
国
で
仕
官
し
た
後
、

寛
永
二
十
年
青
木
重
兼
の
斡
旋
に
よ

っ
て
広
島
潘
医
師
に
召
し
抱
え
ら
れ

た
。
明
暦
三
年
死
亡
、
と
荒
筋
に
お

い
て
墓
誌
と
同
じ
内
容
を
伝
え
る
の

で
あ
る
が
、
漂
流
に
つ
い
て
踏
み
込

ん
だ
記
述
も
な
け
れ
ば
、
行
年
の
記

載
も
な
い
の
で
あ
る
。
墓
誌
が
渡
来

し
た
具
体
的
年
代
、
広
島
藩
仕
官
の

年
代
と
斡
旋
人
物
の
名
を
あ
げ
な
い

の
は
、
字
数
上
の
制
限
か
ら
割
愛
し

た
の
だ
と
割
り
切
っ
て
し
ま
え
ば
、

元
祖
治
庵
の
身
世
に
関
し
て
子
孫
の

間
に
お
い
て
も
一
部
不
明
な
部
分
を

残
し
た
ま
ま
伝
承
さ
れ
て
き
た
の
で

は
な
い
か
と
の
示
唆
を
受
け
る
。

　

治
庵
を
寛
永
渡
来
人
と
す
る
武
林

末
裔
の
所
伝
は
、
治
庵
と
唯
七
の
続

柄
を
祖
父
・
孫
と
す
る
上
か
ら
す
れ

ば
安
心
感
が
持
て
る
。
後
述
す
る
よ

う
に
両
者
の
続
柄
に
つ
い
て
は
父
子

と
す
る
も
の
も
あ
り
、
曾
祖
父
・
曾

孫
と
す
る
も
の
も
あ
り
で
混
沌
と
し

て
い
る
。
祖
父
・
孫
と
す
る
通
説
に

と
っ
て
み
れ
ば
、
寛
永
渡
来
人
で
あ

れ
ば
続
柄
に
年
齢
的
な
無
理
は
生
じ

な
い
の
で
あ
る
。

　

そ
の
一
面
、
寛
永
年
間
は
明
朝

（
一
三
六
八
〜
一
六
四
四
年
）
の
末

期
に
当
た
り
、
明
末
の
戦
乱
あ
る

い
は
異
民
族
の
征
服
王
朝
で
あ
る
清

の
政
治
支
配
や
異
俗
強
制
を
嫌
い
海

外
へ
亡
命
、
移
住
す
る
知
識
人
を
多

数
生
じ
た
時
期
で
あ
る
。
治
庵
を

仮
に
寛
永
渡
来
人
と
す
る
と
、
詩

人
、
陶
工
と
し
て
知
ら
れ
る
陳
元

贇
（
一
五
八
七
〜
一
六
七
一
）
渡
来

の
元
和
五
年
（
一
六
一
九
）
よ
り
遅

く
、
隠
元
の
東
渡
を
実
現
さ
せ
た
長

崎
興
福
寺
の
三
代
住
持
逸
然
が
長
崎

に
渡
来
し
た
正
保
元
年
（
一
六
四
四
）

な
い
し
二
年
よ
り
早
い
こ
と
に
な

る
。
こ
の
時
期
の
渡
来
人
は
唐
人
と

呼
ば
れ
、
そ
の
先
進
的
な
文
化
、
知

識
あ
る
い
は
富
の
所
有
ゆ
え
に
敬
ま

わ
れ
た
。
二
寛
も
漢
方
医
学
の
知
識

を
身
に
つ
け
、
書
と
文
を
よ
く
す
る

と
い
う
点
で
明
末
渡
来
唐
人
の
一
般

的
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
入
る
こ
と
は
い
う

ま
で
も
な
い
。
し
か
し
こ
う
し
た
時

代
の
特
性
を
考
え
る
と
、
寛
永
年
間

は
渡
来
の
時
代
と
し
て
付
会
さ
れ
や

す
い
こ
と
も
留
意
す
べ
き
点
な
の
で

あ
る
。
由
緒
書
、
略
系
図
を
実
見
す

る
機
会
に
恵
ま
れ
て
い
な
い
筆
者
が

こ
れ
に
つ
い
て
言
及
す
る
の
は
分
限

を
超
え
た
こ
と
で
あ
る
と
十
分
承
知

し
て
い
る
。
ま
た
武
林
家
に
伝
わ
る

由
緒
書
、
略
系
図
の
記
載
に
た
い
し

頭
ご
な
し
に
懐
疑
の
念
を
い
だ
く
も

の
で
な
い
こ
と
も
ぜ
ひ
明
言
し
て
お

き
た
い
。
筆
者
が
強
調
し
た
い
の
は
、

鳩
巣
以
来
の
俘
虜
説
と
大
い
に
異
な

る
寛
永
渡
来
人
説
が
広
く
世
に
受
け

容
れ
ら
れ
る
た
め
に
は
、
萩
藩
あ
る

い
は
広
島
藩
の
藩
政
史
料
、
青
木
重

兼
関
係
史
料
な
ど
に
よ
り
二
寛
の
所

伝
が
傍
証
さ
れ
る
こ
と
が
不
可
欠
で

あ
り
、
切
望
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る

と
い
う
一
事
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
外

な
ん
ら
他
意
は
な
い
の
で
あ
る
。

�

二�

武
人
武
林
隆
�
�
�
説

　

武
林
家
に
伝
承
さ
れ
る
寛
永
渡
来

人
説
と
は
大
き
く
異
な
る
朝
鮮
の
役

俘
虜
説
に
は
二
説
あ
っ
て
、
ど
ち
ら

も
慶
長
の
役
す
な
わ
ち
朝
鮮
史
で
い

う
丁
酉
の
再
乱
（
一
五
九
七
〜
九
八

年
）
が
舞
台
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の

一
つ
は
援
兵
と
し
て
朝
鮮
に
渡
っ
た

明
の
遊
撃
副
官
武
林
隆
と
す
る
説
で

あ
り
、
他
の
一
つ
は
明
の
杭
州
人
で

孟
二
寛
と
い
う
人
物
に
擬
す
る
説
で

あ
る
。
先
ず
前
者
か
ら
み
て
い
く
と

し
よ
う
。

　

明
軍
の
武
林
隆
と
す
る
説
は
、
慶

長
の
役
で
浅
野
幸
長
に
従
っ
て
朝
鮮

に
渡
っ
た
亀
田
高
綱
が
府
山
に
お
い

て
明
軍
と
戦
っ
た
際
、
岡
野
弥
右
衛

門
が
組
み
合
っ
て
生
捕
り
に
し
た
武

林
隆
と
い
う
武
人
に
あ
て
る
も
の
で

あ
る
。
武
林
隆
は
助
命
さ
れ
、
日
本

に
連
れ
て
い
か
れ
、
岡
野
と
共
に
浅

野
幸
長
の
弟
采
女
正
に
仕
え
、
浅
野

家
の
女
中
を
妻
と
し
て
武
林
唯
（
マ

マ
）
右
衛
門
を
名
乗
っ
た
と
い
う

の
で
あ
る
。（
宮
本
哲
治
『
古
文
書

に
よ
る
赤
穂
義
臣
伝
』
科
学
書
院　

一
九
八
八
年
、
一
八
八
〜
九
頁
）。

　

宮
本
氏
が
武
林
隆
説
を
唱
え
る
論

拠
と
し
た
の
は
、
同
氏
が
萩
市
で
入

手
し
た
古
写
本
で
著
者
名
、
筆
写
者

名
不
明
の
『
赤
城
義
臣
伝
』
二
巻
で

あ
る
。『
赤
城
義
臣
伝
』
は
赤
穂
事

件
の
ほ
ぼ
直
後
と
い
っ
て
も
よ
い
宝

永
四
年
（
一
七
〇
七
）
に
成
っ
た
野

村
逸
民
の
読
本
『
通
俗
演
義
赤
城
盟

傅
』
を
底
本
と
し
て
、
片
島
深
淵
が

赤
穂
事
件
の
始
終
を
記
し
た
も
の
で

あ
り
、
享
保
三
年
（
一
七
一
八
）
自

序
、
同
四
年
の
版
行
で
あ
る
。
試
み

に
無
窮
会
平
沼
文
庫
所
蔵
『
赤
城
義

臣
傅
』（
表
紙
は
『
太
平
義
臣
伝
』）

全
十
四
巻
、
首
巻
一
巻
を
通
読
し
て

み
て
も
、
宮
本
氏
が
現
代
文
訳
し
た

よ
う
な
記
述
が
見
当
た
ら
な
い
の
で

あ
る
。
両
者
は
同
名
異
本
で
あ
る
こ

と
が
疑
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
ど
ち

ら
が
本
来
の
『
赤
城
義
臣
伝
』
な
の

か
、
そ
の
書
誌
学
的
考
証
を
待
つ
ま

で
も
な
い
。
が
ん
ら
い
が
史
書
で
は

な
く
、
読
本
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

唯
七
の
祖
先
を
明
軍
の
武
林
隆
と

す
る
こ
と
は
江
戸
末
期
巷
間
に
広
く

流
布
し
て
い
た
俗
説
と
み
て
よ
い
。

『
Ｎ
Ｈ
Ｋ
歴
史
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
⑤
』
に

歌
川
国
芳
（
一
七
九
七
〜
一
八
六
一
）

の
武
者
絵
「
誠
忠
義
士
伝　

竹
林
定

七
隆
重
」
の
写
真
が
み
ら
れ
る
（
二
一

頁
）
絵
に
添
え
た
一
筆
葊
の
文
は
「
竹

林
隆
重
ハ
赤
尾
の
旧
臣
に
て
、
其
先

朝
鮮
征
伐
の
時
奥
野
正
元
に
生
捕
と

な
り
し
武
林
隆
の
末
孫
な
り
」
と
し

て
始
ま
る
。
武
林
が
竹
林
、
赤
穂
が

赤
尾
、
岡
野
将
監
が
奥
野
正
元
と
あ

て
字
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
武
者

絵
に
描
か
れ
た
の
が
武
林
唯
七
で
あ

り
、
唯
七
の
祖
先
を
武
林
隆
と
し
て

い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

　

続
い
て
一
筆
葊
は
「
隆
重
の
母
ハ

高
貞
の
乳
母
に
て
主
君
と
ハ
乳
兄
弟

の
由
縁
あ
り
。
父
定
右
エ
門
ハ
早
く

病
に
死
し
、
老
母
に
孝
行
を
盡
し
朝

夕
心
を
用
ひ
て
扶
労
り
け
る
に
主
家

滅
亡
し
て
赤
尾
退
去
な
し
都
に
假
住

す
」
と
記
し
、
さ
ら
に
唯
七
出
立
の

前
夜
、
唯
七
が
後
に
心
を
残
さ
ず
本

望
を
と
げ
る
よ
う
七
十
二
歳
の
母
が

自
害
し
て
唯
七
を
励
ま
し
た
こ
と
を

伝
え
て
い
る
。

　

唯
七
の
母
が
浅
野
長
矩
の
乳
母
で

あ
っ
た
と
い
う
の
が
史
実
か
ど
う
か

に
つ
い
て
筆
者
は
不
案
内
で
あ
る
。

し
か
し
元
禄
十
五
年
閏
八
月
十
一
日

付
兄
半
右
衛
門
に
宛
て
た
唯
七
の
書

状
（
中
央
義
士
会
編
『
赤
穂
義
士
史

料
』
第
三
巻
、
昭
和
六
年
、
五
十
一

〜
三
頁
）、
同
十
六
年
正
月
の
唯
七

親
類
書
（『
赤
穂
義
人
纂
書
』
第
二
、

国
書
刊
行
会
、
明
治
四
十
三
年
六
月
、

二
十
九
〜
三
十
頁
）
に
よ
っ
て
赤
穂

事
件
当
時
両
親
の
生
存
が
確
認
さ
れ

る
以
上
、
父
が
早
く
病
死
し
母
も
吉

良
邸
襲
撃
以
前
に
自
害
し
た
と
い
う

の
は
事
実
と
は
認
め
に
く
く
、
俗
説

の
域
を
出
な
い
と
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

　

武
林
隆
説
は
武
林
家
と
広
島
と
の

関
係
を
説
明
し
や
す
い
条
件
を
備
え

て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
慶
長

の
役
、
関
ヶ
原
の
合
戦
（
一
六
〇
〇

年
）
の
後
、
一
六
一
三
年
浅
野
幸

長
は
病
死
、
弟
の
長
晟
が
和
歌
山

藩
を
継
ぎ
、
次
い
で
元
和
五
年
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（
一
六
一
九
）
広
島
城
移
封
と
な
る

か
ら
で
あ
る
。
一
筆
葊
の
記
述
の
発

信
源
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
絵
本
、
草

紙
を
特
定
す
る
こ
と
は
筆
者
に
で
き

な
い
が
、
俗
説
と
セ
ッ
ト
で
語
ら
れ

て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
し
て
、
武
林
隆

元
祖
説
に
は
慎
重
に
対
応
せ
ざ
る
を

え
な
い
の
で
あ
る
。
将
来
こ
の
説
が

定
説
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
る
た
め

に
は
浅
野
家
な
い
し
家
老
亀
田
高
綱

関
係
史
料
中
に
関
連
す
る
記
事
が
検

索
さ
れ
る
こ
と
が
不
可
火
で
あ
る
。

差
当
た
り
武
林
隆
を
元
祖
と
す
る
説

は
孟
二
寛
研
究
の
対
象
か
ら
除
外
し

て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

�

三�

李
聖
賢
従
者
説

　

唯
七
の
祖
父
を
朝
鮮
の
役
に
お
け

る
俘
虜
孟
二
寛
と
す
る
こ
と
が
『
鳩

巣
小
説
』
巻
之
下
に
始
ま
る
こ
と
は

冒
頭
に
述
べ
た
。
こ
の
説
は
鳩
巣
以

後
諸
書
に
継
承
さ
れ
て
い
る
。
例
え

ば
嘉
永
四
年
新
鐫
、
青
山
量
太
郎
著

『
赤
穂
四
十
七
士
傅
』
は
、「
武
林
隆

重
稱
唯
七
、
本
姓
孟
氏
、
其
先
明
杭

州
武
林
人
、　

鳩
巣
小
説
、
杭
州
據

精
義
録　

自
言
孟
子
之
後
、
精
義
録

祖
曰
二
寛
、
豊
臣
氏
之
伐
朝
鮮
、
明

主
遣
兵
援
朝
鮮
、
二
寛
従
軍
、
為
我

軍
所
虜
、
遂
為
本
邦
人
、
更
名
姓
曰

武
林
次
庵
、業
醫
、鳩
巣
小
説
」（
三
三

丁
ａ
）
と
す
る
の
で
あ
る
。
墓
誌
の

二
官
、
治
庵
で
な
く
、
二
寛
、
次
庵

と
同
音
の
異
字
が
充
て
ら
れ
て
い
る

の
で
あ
る
が
、
出
身
地
を
杭
州
武
林

と
し
、
か
つ
孟
子
後
裔
と
す
る
共
通

点
か
ら
み
て
同
一
人
物
を
指
す
こ
と

は
疑
い
な
い
。
た
だ
し
漠
然
と
朝
鮮

の
役
と
い
う
だ
け
で
あ
る
。
ち
な
み

に
文
中
に
唯
七
が
孟
子
後
裔
を
自
称

し
て
い
た
と
あ
る
が
、
同
時
代
史
料

の
証
言
で
は
な
い
の
で
、
に
わ
か
に

信
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

こ
れ
に
た
い
し
て
よ
り
明
確
に
慶

長
の
役
に
お
け
る
俘
虜
と
特
定
す
る

の
は
内
藤
雋
輔
氏
で
あ
る
。
内
藤
氏

の
『
文
禄
・
慶
長
役
に
お
け
る
被
擄

人
の
研
究
』
東
京
大
学
出
版
会　

一
九
七
六
年
の
所
説
は
次
の
よ
う
に

要
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
慶
長
二

年
（
一
五
九
七
）
八
月
、全
羅
道
南
部
、

南
原
城
の
戦
い
で
、
孟
二
寛
は
全
羅

道
兵
馬
節
度
使
で
李
王
家
の
一
族
で

あ
る
李
福
男
の
一
子
李
聖
賢
、
七
歳

の
守
り
役
と
し
て
他
の
従
者
一
人
と

城
を
脱
出
し
た
が
、
毛
利
家
臣
阿
曾

沼
豊
後
守
元
秀
の
手
勢
に
捕
ら
え
ら

れ
、
日
本
に
送
ら
れ
た
と
い
う
の
で

あ
る
（
七
五
七
頁
）。

　

記
述
の
便
宜
上
先
ず
李
聖
賢
の
日

本
に
お
け
る
生
涯
を
辿
る
と
、
萩
藩

の
寄
組
（
一
門
、
家
老
に
次
ぐ
上

級
実
務
職
）
阿
曾
沼
家
で
元
理
の

代
ま
で
養
育
さ
れ
た
後
、
毛
利
輝
元

に
召
し
出
さ
れ
、
一
〇
〇
石
の
知
行

を
与
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
剃
髪
し
て

元
宥
と
改
め
、
輝
元
と
秀
就
の
二
代

に
わ
た
り
お
伽
衆
を
勤
め
た
。
正
保

四
年
（
一
六
四
七
）
十
一
月
二
十
七

日
五
十
九
歳
で
死
去
す
る
が
、
内
藤

河
内
某
の
養
女
と
の
間
に
三
男
四
女

を
も
う
け
て
い
る
。
男
子
は
各
々
一

家
を
立
て
る
こ
と
を
許
さ
れ
、
李
王

家
一
族
李
福
男
の
血
を
継
ぐ
と
こ
ろ

か
ら
李
家
（
り
の
い
え
）
の
姓
を
名

乗
る
こ
と
を
許
さ
れ
る
。
以
後
李
家

の
嫡
流
は
寄
組
、
ま
た
分
流
は
藩
医

を
勤
め
る
な
ど
、
主
と
し
て
毛
利
家

臣
と
し
て
日
本
に
定
着
し
て
い
き
明

治
の
廃
藩
置
県
に
至
る
の
で
あ
る

（
七
五
六
〜
九
頁
）。

　

内
藤
氏
が
参
考
資
料
と
し
て
あ
げ

て
い
る
の
は
、
萩
藩
が
享
保
五
年

（
一
七
二
〇
）
か
ら
十
一
年
に
か
け
て

家
臣
の
所
蔵
文
書
、
略
系
譜
を
家
ご

と
に
ま
と
め
た
『
閥
閲
録
』、
同
じ
く

萩
藩
が
元
文
〜
延
享
期
、
明
和
〜
安

永
期
に
家
臣
に
命
じ
て
各
家
の
系
図
、

由
緒
、
所
蔵
文
書
を
書
き
上
げ
さ
せ

た
『
譜
録
』
の
他
、『
李
家
史
話
』
で

あ
る
。『
李
家
史
話
』
は
李
家
一
族
の

末
裔
で
あ
る
文
学
博
士
李
家
正
文
氏

が
ま
と
め
た
李
家
氏
の
家
史
で
あ
り
、

昭
和
四
十
一
年
四
月
李
家
同
族
会
が

限
定
五
十
部
の
私
家
版
小
冊
と
し
て

刊
行
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

前
に
引
用
し
た
内
藤
氏
は
李
家
一

族
に
漢
方
医
家
関
係
の
人
材
が
多
く

出
た
遠
因
と
し
て
李
聖
賢
に
随
行
し

た
孟
二
寛
の
医
術
に
注
目
し
、
孟
二

寛
が
長
州
藩
二
大
名
薬
の
一
つ
と
な

っ
た
枇
杷
葉
湯
の
秘
方
を
李
家
正
玄

（
聖
賢
次
男
の
就
庵
家
二
代
目
）
に

伝
授
し
た
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
。

し
か
し
聖
賢
従
者
の
一
人
が
孟
二
寛

で
あ
っ
た
と
す
る
史
料
的
根
拠
に
つ

い
て
具
体
的
な
引
用
注
を
付
し
て
い

な
い
。
こ
の
点
は
『
李
家
史
話
』
も

同
様
で
あ
っ
て
、
孟
二
寛
に
言
及
し

た
箇
所
は
あ
る
が
、
個
々
の
記
述
に

対
応
す
る
引
用
注
は
付
さ
れ
て
い
な

い
。

　

李
家
一
族
の
元
祖
と
な
っ
た
李
聖

賢
に
関
す
る
所
伝
は
、『
閥
閲
録
』
巻

一
四
一
（
山
口
県
文
書
館
翻
刻
本
第

四
巻
所
収
）、李
家
訥
軒
宗
億
（
在
宥
）

書
上
げ
中
に
み
ら
れ
る
「
李
家
由
緒
」

に
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
山
口
県
文

書
館
蔵
『
譜
録
』
で
は
、
李
家
宗
億

在
宥
に
よ
る
寛
保
二
年
（
一
七
四
二
）

の
「
略
系
並
傅
書
御
奉
書
写
」
に
あ

る
「
傅
書
」
で
あ
る
。
前
者
で
は
「
阿

曾
沼
岩
見
守
元
信
手
に
披
擒
、
従
者

貳
人　

子
又
ハ
孫
ニ
至
リ
断
絶
仕
候

　

同
く
虜
と
成
」
と
し
、
後
者
で
は

南
原
城
落
城
の
時
に
「
阿
曾
沼
豊
後

守
元
秀
手
に
被
生
捕
、
此
時
従
者
二

人　

子
又
孫
ニ
至
断
絶
仕
候
同
虜
と

成
」
と
し
て
お
り
、
捕
ら
え
た
人
物

に
混
乱
が
み
ら
れ
る
。
元
秀
は
慶
長

二
年
十
二
月
二
十
二
日
朝
鮮
で
討
死

に
し
て
い
る
（
翻
刻
本
『
閥
閲
録
』

第
一
巻
、
八
三
六
頁
）。
日
付
か
ら

す
る
と
蔚
山
の
倭
城
普
請
手
伝
い

中
、
明
朝
鮮
連
合
軍
に
攻
め
ら
れ
討

死
に
し
た
毛
利
家
臣
団
中
に
あ
っ
た

も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
阿
曾
沼
家
で

は
元
秀
に
続
き
慶
長
六
年
元
郷
が
死

亡
、
元
郷
の
娘
に
毛
利
元
政
の
二
男

元
理
を
迎
え
家
督
を
継
い
だ
。
石
見

守
元
理
は
こ
の
元
理
の
こ
と
で
あ
る

（
同
前
、
八
三
七
頁
）。
聖
賢
を
捕
ら

え
た
の
は
元
理
で
は
な
く
元
秀
の
手

勢
と
す
る
方
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
本

稿
に
と
っ
て
重
要
な
こ
と
は
、
聖
賢

に
従
っ
て
従
者
二
人
も
日
本
に
連
れ

ら
れ
た
こ
と
は
確
か
な
の
で
あ
る

が
、
従
者
二
人
の
姓
名
ま
で
は
記
入

さ
れ
て
お
ら
ず
、
従
者
の
一
人
が
孟

二
寛
で
あ
っ
た
と
す
る
保
証
を
え
る

こ
と
が
で
き
な
い
点
で
あ
る
。
し
か

も
子
又
は
孫
の
代
で
李
家
と
の
関
係

が
断
絶
し
た
と
あ
る
の
で
あ
る
。
内

藤
氏
の
研
究
は
李
家
一
族
に
主
眼
を

お
い
て
い
る
た
め
か
、
従
者
の
一
人

を
唯
七
の
祖
孟
二
寛
と
す
る
論
拠
に

は
ふ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
筆
者
自
身

も
こ
れ
に
対
応
す
る
史
実
を
萩
藩
史

料
中
に
検
索
す
る
こ
と
が
で
き
ず
に

い
る
の
で
あ
る
。

　

推
測
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
が
、

内
藤
氏
が
従
者
の
一
人
を
二
寛
と
し

た
の
は
、
同
氏
が
参
照
文
献
に
あ
げ

て
い
る
『
李
家
史
話
』
の
所
説
に
従

っ
た
結
果
か
と
も
思
わ
れ
る
。
同
書

が
私
家
版
、
非
売
品
で
あ
る
こ
と
は

前
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
も

引
用
を
禁
止
す
る
と
明
記
し
て
い

る
。
著
者
は
既
に
物
故
さ
れ
て
お
り
、

親
し
く
教
え
を
仰
ぐ
こ
と
も
、
改
め

て
引
用
の
許
し
を
願
い
出
る
こ
と
も

で
き
な
い
。
思
う
に
李
家
正
文
氏
は

研
究
の
中
間
的
成
果
を
と
り
あ
え
ず

小
冊
子
、
稿
本
の
形
で
ま
と
め
、
少

人
数
の
関
係
者
に
配
布
し
て
意
見
を

求
め
、
他
日
の
完
成
を
期
し
た
上
で

刊
行
す
る
意
向
か
ら
引
用
を
禁
止
し

た
の
で
あ
ろ
う
と
推
察
す
る
。
そ
こ

で
甚
だ
勝
手
な
が
ら
李
家
氏
の
研
究
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成
果
に
著
し
く
負
の
影
響
を
及
ぼ
さ

な
い
よ
う
表
現
に
配
慮
し
、
か
つ
本

稿
の
読
者
に
た
い
し
て
も
慎
重
な
対

応
を
お
願
い
し
た
上
で
李
家
氏
が
考

え
て
い
た
で
あ
ろ
う
大
枠
を
紹
介
す

る
と
、
従
者
の
一
人
を
漢
方
医
家
孟

二
寛
と
し
、
李
聖
賢
の
守
り
役
と
し

て
聖
賢
と
共
に
捕
ら
え
ら
れ
日
本
に

到
来
し
た
。
明
暦
二
年
（
一
六
五
四
）

長
門
で
死
去
、
行
年
八
十
余
歳
と
い

う
も
の
で
あ
っ
て
、
李
家
正
玄
に
枇

杷
葉
湯
を
伝
授
し
た
こ
と
を
は
じ
め

と
し
て
、
い
く
つ
か
の
逸
話
を
披
露

し
て
い
る
。
こ
れ
も
想
像
の
域
を
出

な
い
の
で
あ
る
が
、
李
家
氏
の
構
想

に
は
李
家
一
族
に
伝
わ
る
由
緒
、
伝

承
、
あ
る
い
は
萩
地
方
で
口
承
さ
れ

て
い
た
と
思
わ
れ
る
逸
話
の
類
が
根

據
を
与
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と

思
わ
れ
る
。
た
だ
し
同
書
の
性
質
か

ら
し
て
、
個
々
の
記
述
に
対
応
す
る

引
用
注
は
つ
け
ら
れ
て
い
な
い
。
以

上
の
次
第
で
孟
二
寛
を
李
聖
賢
従
者

と
す
る
主
張
も
ま
た
考
証
が
よ
り
強

化
さ
れ
な
い
限
り
定
説
と
し
て
定
位

す
る
こ
と
が
不
可
能
な
の
で
あ
る
。

�

四�

二
寛
�
二
�三
世
問
題

　

孟
二
寛
（
二
官
）
が
何
時
死
亡
し

た
の
か
に
つ
い
て
は
『
鳩
巣
小
説
』

や
『
李
家
史
話
』
の
よ
う
に
明
暦
二

年
丙
申
（
一
六
五
六
）
と
す
る
も
の

と
、
西
福
寺
の
墓
石
、
武
林
家
の
家

伝
、
赤
穂
花
岳
寺
過
去
帳
（『
Ｎ
Ｈ
Ｋ

歴
史
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
⑤
』
三
十
五
頁
）

の
い
う
明
暦
三
年
丁
酉
（
一
六
五
七
）

の
二
説
が
あ
る
。
ど
ち
ら
に
し
て
も

慶
長
の
役
か
ら
六
十
年
に
近
い
後
の

こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
李
聖
賢
の
従

者
で
あ
っ
た
と
す
る
説
を
取
る
か
ぎ

り
、
二
寛
は
か
な
り
高
年
齢
で
死
亡

し
た
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

仮
に
行
年
八
十
五
歳
と
仮
定
し
試

算
す
る
と
、
一
五
七
二
年
す
な
わ
ち

明
の
隆
慶
五
年
、
李
氏
朝
鮮
の
宣
祖

五
年
、
わ
が
元
亀
三
年
の
出
生
と
な

り
、
慶
長
の
役
当
時
二
十
六
歳
前
後

で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て

七
十
六
歳
の
正
保
四
年
（
一
六
四
七
）

に
李
聖
賢
に
先
立
た
れ
た
こ
と
に

な
る
。
二
寛
自
身
が
死
を
迎
え
る
九

年
程
前
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
二
寛

か
ら
枇
杷
葉
湯
の
秘
方
を
伝
授
さ
れ

た
と
さ
れ
る
李
家
正
玄
は
宝
永
二
年

（
一
七
〇
五
）
死
亡
、
行
年
六
十
四

歳
（
翻
刻
本
『
閥
閲
録
』
第
一
巻
、

六
十
二
頁
）
で
あ
る
の
で
、
聖
賢
死

亡
時
に
未
だ
六
、七
歳
で
あ
っ
た
は

ず
で
あ
る
。
以
上
は
あ
く
ま
で
行
年

八
十
五
歳
と
仮
定
し
て
の
試
算
で
あ

っ
て
、
二
寛
の
確
か
な
年
齢
に
つ
い

て
は
何
も
知
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
が
二
寛
と
子
世
代
、

孫
世
代
と
の
連
結
に
疑
問
を
介
入
さ

せ
る
ば
か
り
か
、
ひ
い
て
は
李
聖
賢

従
者
説
に
と
っ
て
も
う
一
つ
別
の
難

点
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
二
寛
と
唯
七
の
続
柄
を

祖
父
・
孫
と
す
る
こ
と
は
一
般
に

自
明
の
事
実
と
信
じ
ら
れ
て
い
る

が
、
一
部
に
異
論
が
あ
る
こ
と
も
事

実
で
あ
る
。
江
戸
浅
草
寺
内
陣
に
聯

を
書
い
た
白
牛
洞
孟
寛
を
孟
二
寛
と

同
一
人
物
と
み
て
「
武
林
唯
七
が
父

也
と
云
」
と
し
た
松
平
定
常
編
、
文

化
十
年
『
浅
草
寺
志
』
巻
二
（
昭
和

五
十
一
年
、
名
著
出
版
復
刻
本
上
巻
、

六
十
六
頁
）
の
記
載
は
暫
く
措
く
と

し
て
も
、『
増
訂
赤
穂
義
士
事
典
』
新

人
物
往
来
社　

昭
和
五
十
八
年
が「
孟

二
寛
が
渡
辺
治
庵
と
す
る
と
年
齢
が

合
わ
ぬ
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
し
た

上
、「
征
明
後
、
明
人
孟
二
寛
が
帰
化

し
て
日
本
人
を
娶
っ
て
そ
の
子
は
純

然
た
る
日
本
人
と
な
り
、
子
孫
に
渡

部
平
右
衛
門
な
る
者
が
あ
っ
て
、
始

め
て
赤
穂
浅
野
家
に
仕
官
し
た
と
見

る
べ
き
で
、
武
林
唯
七
は
そ
の
者
の

子
で
あ
る
」（
二
百
四
十
九
頁
）
と
、

祖
父
・
孫
の
続
柄
に
た
い
し
否
定
的

立
場
を
と
る
の
は
異
論
の
一
例
で
あ

る
。
鳩
巣
以
来
唱
え
ら
れ
て
き
た
朝

鮮
の
役
俘
虜
説
を
前
提
と
す
る
か
ぎ

り
、
寛
文
十
二
年
（
一
六
七
二
）
出

生
の
唯
七
と
の
続
柄
を
祖
父
・
孫
と

す
る
に
は
年
齢
的
に
み
て
い
か
が
な

も
の
か
と
す
る
見
解
が
あ
っ
て
も
不

可
思
議
な
こ
と
と
は
し
が
た
い
。

　

さ
ら
に
一
例
を
あ
げ
る
と
、
前

引
『
厳
島
図
会
』
の
編
述
者
岡
田
清

の
い
う
「
四
世
の
孫
武
林
唯
七
赤
穂

の
義
盟
に
列
し
事
、
人
の
能
知
る
処

也
。
今
も
其
子
孫
當
藩
に
存
す
」（
巻

四
、九
丁
ｂ
）、
す
な
わ
ち
唯
七
を
孟

士
式
（
二
寛
）
の
曾
孫
と
す
る
記
述

を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
広
島
藩

士
の
家
に
生
ま
れ
、
士
式
の
子
孫
が

藩
中
に
残
っ
て
い
る
と
ま
で
述
べ
て

い
る
編
述
者
の
言
及
で
あ
っ
て
み
れ

ば
、「
四
世
の
孫
」
を
誤
聞
、
誤
記
、

誤
刻
の
類
と
し
て
一
概
に
処
理
し
が

た
い
も
の
が
あ
る
。

　

仮
に
唯
七
を
曾
孫
と
す
る
と
年
齢

構
成
的
に
は
無
理
が
減
ず
る
こ
と
に

な
る
が
、
そ
の
一
方
で
通
説
ど
お
り

孫
と
し
て
も
、
絶
対
あ
り
え
な
い
年

齢
構
成
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
こ

の
あ
た
り
の
こ
と
は
人
に
よ
っ
て
意

見
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
点
で
は
二
寛
を
寛
永
年
間
渡

来
人
と
す
る
武
林
家
の
所
伝
は
二

寛
・
唯
七
の
年
齢
上
の
気
懸
か
り
が

少
な
く
、
か
つ
系
譜
関
係
も
そ
れ
な

り
に
整
理
さ
れ
て
お
り
安
心
感
が
も

て
る
。『
Ｎ
Ｈ
Ｋ
歴
史
ド
キ
ュ
メ
ン

ト
⑤
』
に
は
、
略
系
図
の
う
ち
唯
七

ま
で
の
血
筋
を
別
図
の
よ
う
に
示
し

た
箇
所
が
選
ば
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
元
祖
士
式
と
唯
七

を
明
ら
か
に
祖
父
・
孫
と
し
て
い
る
。

由
緒
書
、
略
系
図
を
実
見
し
た
小
柳

氏
に
よ
る
と
、
元
祖
に
は
先
妻
の
子

與
市
と
後
妻
の
子
式
重
（
平
右
衛
門
）

の
二
子
が
あ
り
、
與
市
の
血
筋
は
七

代
尚
友
を
経
て
現
代
に
及
び
、
墓
石

に
そ
の
名
が
あ
る
武
林
富
子
、
由
緒

書
を
所
有
す
る
山
田
一
彦
両
氏
の

十
一
代
目
に
な
る
。
一
方
、
式
重
の

子
が
尹
隆
（
勘
助
）
す
な
わ
ち
半
右

衛
門
、
隆
重
（
唯
七
）
兄
弟
と
な
る
。

唯
七
は
子
が
な
く
切
腹
、
半
右
衛
門

の
血
筋
は
半
右
衛
門
の
曾
孫
隆
斌
、

元
祖
か
ら
数
え
て
六
代
を
も
っ
て
断

絶
す
る
（
三
十
五
頁
）
と
さ
れ
て
い

る
。

　

武
林
家
に
伝
わ
る
由
緒
書
、
略
系

図
と
は
別
に
、
二
寛
す
な
わ
ち
治
庵

を
元
祖
と
す
る
子
世
代
、
孫
世
代
に

言
及
し
た
資
料
は
も
う
三
例
あ
る
。

一
は
元
禄
十
六
年
（
一
七
〇
三
）
年
、

切
腹
直
前
の
唯
七
自
身
が
残
し
た「
武

林
唯
七
親
類
書
」（
以
下
親
類
書
）
で

あ
り
、
二
は
元
禄
十
六
年
自
序
、『
鳩

巣
小
説
』
巻
之
下
で
あ
る
。
三
は
『
浅

草
寺
志
』、「
明
人
孟
寛
所
書
聯
」
の

頭
注
に
内
藤
貞
太
郎
が
付
し
た
『
墨

水
消
夏
録
』
所
載
の
武
林
家
譜
で
あ

る
。『
墨
水
消
夏
録
』
三
巻
は
伊
藤
蘭

洲
著
、
文
化
二
年
（
一
八
〇
五
）
の

自
序
が
あ
り
、『
燕
石
十
種
』
二
輯
六

の
巻
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

　

先
ず
親
類
書
か
ら
み
て
い
く
と
、

『
赤
穂
義
人
纂
書
』
巻
之
九
（
明
治

四
十
三
年
六
月
国
書
刊
行
会
刊
本
第

二
所
収
）
の
親
類
書
に
は
父
母
、
父

方
祖
父
母
、
母
方
祖
父
母
、
兄
一
人
、

母
方
伯
父
一
人
、
父
方
伯
母
一
人
、

父
方
従
弟
三
人
、
母
方
従
弟
六
人
の

名
が
あ
る
。
た
だ
し
中
央
義
士
会
編

『
未
刊
新
集
赤
穂
義
士
史
料
』
新
人

物
往
来
社　

昭
和
五
十
九
年
三
月
所

士
式
（
武
林
治
庵
）　

　

某
（
与
市
）

　

式
重
（
平
右
衛
門
）

　

尹
隆
（
勘
助
）

　

隆
重
（
唯
七
）
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収
の
親
類
書
を
み
る
と
、
母
方
祖
父

母
、
父
方
従
弟
一
人
す
な
わ
ち
武
林

半
六
妹
が
欠
落
す
る
な
ど
若
干
の
異

動
が
認
め
ら
れ
る
。

　

次
に
『
鳩
巣
小
説
』
巻
之
下
で
あ

る
が
、
孟
二
寛
を
含
め
九
人
の
姓
名

を
あ
げ
て
い
る
。
母
方
北
川
関
係
を

省
略
し
、
父
方
の
み
に
絞
る
整
理
を

し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
親
類
書

で
渡
辺
姓
と
さ
れ
た
治
庵
で
あ
る

が
、
こ
こ
で
は
武
林
姓
に
回
帰
し
て

い
る
。
さ
ら
に
親
類
書
と
の
違
い
を

あ
げ
る
と
、『
鳩
巣
小
説
』
で
は
唯

七
父
母
、
義
絶
し
行
方
が
不
明
と
さ

れ
た
父
方
伯
母
が
消
え
、
逆
に
親
類

書
に
記
載
の
な
か
っ
た
次
の
三
人
が

新
し
く
登
場
す
る
の
で
あ
る
。

�

武
林
左
近
右
衛
門　

安
芸
公
僕
歩
卒

�

武
林
兵
助　
　

長
州
毛
利
�
�
�
�

�

林
瑞　
　
　
　
　
　

禅
僧

　

最
後
の
『
墨
水
消
夏
録
』
の
武
林

家
譜
は
『
鳩
巣
小
説
』
の
そ
れ
と
姓

名
、
配
列
順
、
仕
官
先
な
い
し
職
が

ほ
ぼ
一
致
す
る
が
、
続
柄
を
冠
し
て

い
る
点
が
特
色
と
な
っ
て
い
る
。
記

述
の
便
宜
上
以
下
に
引
用
す
る
こ
と

に
す
る
。

�
�
�

武
林
家
譜

�

孟
二
寛　
　

称
武
林
次
庵

�

子

武
林
左
近
右
衛
門　
仕
安
芸
公

�

子

渡
辺
半
右
衛
門　
　
仕
浅
野
公

�

弟

武
林
兵
助　
　

 

仕
長
州
毛
利
公

�

半
右
衛
門
子　

林
瑞　
禅
僧

�

同　
　
　

   

嶺
墨　
広
島
国
分
寺
住
僧

�

同 

武
林
唯
七 

浅
野
公
之
臣
有
復
讐
之
功

�

同　
　
　

女
子

�

同　
　
　

武
林
半
六

こ
れ
を
素
直
に
読
め
ば
、
孟
二
寛
に

は
広
島
藩
の
武
林
左
近
右
衛
門
、
赤

穂
藩
の
渡
辺
半
右
衛
門
の
二
子
が
あ

り
、
か
つ
半
右
衛
門
に
は
長
州
毛
利

に
仕
え
る
武
林
兵
助
と
い
う
弟
が
あ

っ
た
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
唯
七
は

半
右
衛
門
の
子
の
一
人
と
な
る
の
で

あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
の
考
証
は
本

稿
の
主
目
的
で
は
な
い
の
で
省
略
す

る
こ
と
に
し
、
た
だ
次
の
二
点
の
み

に
つ
い
て
書
留
め
て
お
き
た
い
。
そ

の
一
は
二
寛
と
の
続
柄
は
半
右
衛
門

の
弟
と
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、

二
寛
の
末
裔
に
長
州
毛
利
に
仕
官
す

る
武
林
兵
助
と
い
う
分
枝
が
存
在
し

た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
宮

本
哲
治
氏
は
萩
市
平
安
古
字
石
屋
町

に
唯
七
の
子
孫
と
称
す
る
家
が
あ
る

こ
と
を
前
引
著
書
五
頁
で
記
述
し
、

李
家
正
文
氏
も
二
寛
と
萩
の
交
渉
に

つ
い
て
重
視
し
て
い
る
。
萩
武
林
の

存
在
は
今
後
解
明
を
要
す
る
課
題
で

あ
る
。

　

他
の
一
つ
は
武
林
半
右
衛
門
の

存
在
で
あ
る
。
半
右
衛
門
を
唯
七

の
父
と
す
る
こ
と
は
『
墨
水
消
夏

録
』
に
限
ら
な
い
。
文
政
十
二
年

（
一
八
二
九
）
自
序
の
青
山
延
光
『
赤

穂
四
十
七
士
傅
』
巻
之
下
は
、「
父

半
右
衛
門
稱
渡
邊
氏
仕
赤
穂
、
鳩
巣

小
説
、
精
義
録
」（
嘉
永
四
年
新
鐫

本
三
十
三
丁
ａ
）
と
伝
え
る
。
ま

た
醍
醐
恵
端
『
赤
穂
義
士
の
戸
籍

調
べ
』
二
松
堂
書
店　

大
正
九
年

も
半
右
衛
門
を
「
次
庵
の
實
子
な

り
、
渡
邊
に
改
姓
し
浅
野
候
に
仕
官

す
」
と
し
、
か
つ
唯
七
の
父
と
す
る

（
二
百
二
十
一
頁
）
な
ど
根
強
い
も

の
が
あ
る
。
し
か
し
唯
七
書
状
、
親

類
書
が
半
右
衛
門
を
兄
と
し
て
い
る

以
上
、
治
庵―

平
右
衛
門―

半
右
衛

門―

唯
七
と
す
る
系
譜
は
さ
し
あ
た

り
考
え
に
く
い
の
で
あ
る
。
こ
の
問

題
も
含
め
、
武
林
左
近
右
衛
門
が
武

林
与
七
と
同
一
人
で
あ
る
か
ど
う

か
、
ま
た
武
林
兵
助
の
系
譜
関
係
な

ど
、
今
後
に
解
明
さ
れ
る
べ
き
余
地

が
少
な
か
ら
ず
残
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
そ
の
解
明
を
進
め
る
こ
と
で

混
迷
状
態
に
膠
着
す
る
孟
二
寛
研
究

に
曙
光
が
き
ざ
さ
ぬ
と
も
限
ら
な
い

の
で
あ
る
。か

に　

ひ
ろ
あ
き

　

一
九
三
二
年
生
ま
れ　

慶
應
義
塾

大
学
名
誉
教
授　

東
洋
史
専
攻

　

主
著

　
『
近
代
中
国
の
苦
力
と
「
豬
花
」』

岩
波
書
店
、
一
九
七
九
年

　

近
著

　

編
著
『
華
僑
華
人
事
典
』
弘
文
堂

　

二
〇
〇
二
年

　
『
民
衆
道
教
の
周
辺
』
風
響
社　

二
〇
〇
四
年

　

　

特
に
、
中
央
義
士
会
の
会
報
及
び

印
刷
物
に
つ
い
て
、
当
会
は
自
由
性

を
採
用
し
て
お
ら
ず
、
表
現
が
義
士

方
に
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
に
な
る
場

合
は
、
掲
載
さ
れ
な
い
場
合
が
ご
ざ

い
ま
す
の
で
ご
注
意
下
さ
い
。

　

著
作
物
の
中
で
、
討
入
り
ま
で
を

「
浪
士
」、
討
入
り
後
は
「
義
士
」
と

し
て
い
る
作
も
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ

の
場
合
は「
良
」と
致
し
て
お
り
ま
す
。

ま
た
、
個
人
的
に
執
筆
し
た
論
文
や

作
文
に
つ
き
ま
し
て
は
、
こ
の
限
り

で
は
な
く
、
詮
索
す
る
こ
と
は
ご
ざ

い
ま
せ
ん
。

　

一
応
、
義
士
会
で
す
の
で
「
義
士
」

と
し
て
扱
っ
て
頂
き
た
く
存
じ
ま
す
。

そ
の
他
、「
浪
人
」「
浪
士
」「
殺
害
」「
殺

人
事
件
」「
襲
撃
」「
殺
人
未
遂
事
件
」

「
ド
ジ
男
」「
バ
カ
殿
」
等
、
故
意
に

誹
謗
中
傷
す
る
よ
う
な
言
語
は
認
め

ら
れ
ま
せ
ん
の
で
ご
了
承
下
さ
い
。

　

井
沢
氏
の
よ
う
な
偏
狂
的
な
物
書

き
な
ら
表
現
す
る
こ
と
も
あ
る
と
思

い
ま
す
が
、
よ
も
や
、
義
士
会
や
全

義
連
の
内
に
は
、
こ
の
よ
う
な
表
現

で
筆
を
走
ら
せ
る
人
物
は
現
在
い
な

い
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

も
し
、
そ
の
よ
う
な
言
語
を
使
用

す
る
方
が
居
ら
れ
た
と
し
た
ら
、
そ

の
方
の
心
理
状
態
が
気
に
な
る
と
こ

ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。
赤
穂
義
士
を
顕

彰
す
る
方
で
し
た
ら
、
義
士
の
マ
イ

ナ
ス
に
な
る
表
現
は
な
さ
ら
な
い
と

思
い
ま
す
。

　

巷
に
は
そ
の
よ
う
な
著
作
物
が
氾

濫
し
て
い
ま
す
が
、
そ
の
方
の
思
想
、

生
い
立
ち
、
元
禄
事
件
に
取
り
組
む

姿
勢
が
解
ろ
う
と
い
う
も
の
で
す
。

　

因
み
に
、
大
学
等
の
論
文
、
学
会

等
の
論
文
は
「
浪
士
」
で
よ
か
ろ
う

と
存
じ
ま
す
。

　

も
し
、
本
論
に
異
論
が
あ
り
ま
す

な
ら
ば
、
聞
く
耳
を
持
ち
ま
す
の
で

持
論
を
お
聞
か
せ
下
さ
い
。

　

む
し
ろ
、
は
っ
き
り
と
お
気
持
ち

を
話
さ
れ
て
い
た
だ
い
た
方
が
、
義

士
会
の
役
員
と
し
ま
し
て
は
有
り
難

い
こ
と
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

今
ま
で
に
も
、
何
人
か
退
会
し
た

方
の
内
に
は
、
そ
の
よ
う
な
方
が
居

ら
れ
ま
し
た
の
は
存
じ
て
お
り
ま
す

が
、
そ
の
よ
う
な
方
々
は
問
題
を
起

こ
し
て
去
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　

と
か
く
、こ
の
世
は「
表
現
の
自
由
」

の
風
潮
も
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
そ
の

考
え
は
「
狭
い
」
と
お
っ
し
ゃ
る
方

は
ご
一
報
下
さ
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

理
事
会

（
財
）
中
央
義
士
会
は
表
現
の
自
由
性
を
採
っ
て
い
ま
せ
ん

第58号 平成 19年 12月本稿についての感想を本部にお寄せ下さい

（6）



�
�

�
�
�

�
�
�
�
�
��

�

�
�
�
�
�
�
�
�

�

�

�
�
�

�
�

�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
=

�
�
�
�
�
�
��

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�

�
�
�
��

�
�
�
��

�
�

�
�

�
�

�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
��

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�

�
�

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��

�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�

��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
��

�
�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

第58号 平成 19年 12月忠臣蔵を理解できない人が増えている

（7）
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第58号 平成 19年 12月赤穂義士の 2 年間の苦悩を考えましょう

（8）
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平
成
十
九
年
九
月
七
日
、
台
風
九
号
が
首
都
圏
を
直
撃
、

多
摩
川
増
水
で
交
通
機
関
が
混
乱
し
た
が
、
前
も
っ
て
の
お

約
束
通
り
、
軽
部
家
を
取
材
訪
問
し
た
。

　

台
風
の
関
係
上
、
少
し
遅
刻
し
た
が
、
ご
夫
婦
は
暖
か
く

出
迎
え
て
く
だ
さ
っ
た
。

　

軽
部
光
一
、千
枝
美
ご
夫
婦
は
、
元
禄
事
件
、
つ
ま
り
、

大
石
内
蔵
助
第
二
次
東
下
り
の
際
、
十
月
二
十
三
日
鎌
倉
雪

の
下
で
宿
泊
、
武
家
崇
拝
の
鶴
岡
八
幡
宮
を
参
詣
、
吉
良
邸

討
入
り
の
成
功
を
祈
願
し
て
、
十
月
二
十
五
日
川
崎
泊
ま

り
、
金
剛
山
金
乗
院
平
間
寺
参
詣
、
翌
二
十
六
日
川
崎
平
間

村
、
軽
部
五
兵
衛
の
寓
居
に
入
っ
た
。
そ
の
子
孫
で
あ
る
。

　

予
て
か
ら
長
い
間
お
訪
ね
し
た
か
っ
た
が
、
忙
し
さ
の
余

り
、
予
定
よ
り
大
分
遅
れ
、
今
日
に
な
っ
た
が
、
ご
夫
婦
の

お
話
を
た
く
さ
ん
伺
う
こ
と
が
で
き
内
心
安
堵
し
た
次
第

で
あ
る
。

　

元
々
、
軽
部
家
は
、
浅
野
家
と
深
い
関
わ
り
を
持
ち
、
浅

野
家
の
下
肥
を
平
間
屋
敷
に
運
び
野
菜
を
作
り
、
ま
た
、
そ

の
収
穫
物
を
浅
野
家
に
納
め
て
い
た
。

　

勿
論
、
軽
部
家
と
し
て
は
出
入
り
を
し
て
い
た
の
は
浅
野

家
だ
け
で
な
く
、
何
家
か
関
わ
り
を
持
っ
て
い
た
ろ
う
。

　

そ
の
浅
野
家
出
入
り
は
、
舟
で
玉
川
を
下
り
江
戸
湾
に
出

て
、
鉄
砲
洲
の
上
屋
敷
ま
で
往
復
し
て
い
た
。

　

そ
の
た
め
、
大
石
は
こ
の
舟
を
利
用
し
て
江
戸
へ
入
っ
て

い
た
可
能
性
が
大
で
あ
る
。

　

と
も
あ
れ
、
浅
野
家
と
軽
部
家
は
深
い
つ
な
が
り
を
持
っ

て
い
た
。

　

そ
も
そ
も
、
元
禄
十
四
年
三
月
十
四
日
の
変
事
の
際
に
も

浅
野
家
か
ら
連
絡
を
受
け
「
引
払
い
」
の
手
伝
い
を
し
て
い

た
の
で
あ
る
。

　

ま
た
そ
の
後
、
住
ま
い
に
困
窮
し
た
浪
士
た
ち
が
五
兵
衛

の
家
作
に
一
ヶ
月
程
滞
在
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
。

　

そ
の
関
係
上
、
浅
野
家
臣
と
の
つ
き
あ
い
も
あ
り
、
改
易

後
は
、
そ
の
広
い
屋
敷
の
中
に
、
義
士
の
冨
森
助
右
衛
門
が
、

即
興
の
家
屋
を
建
て
、
家
族
三
人
で
暮
ら
し
て
い
た
。

　

そ
こ
へ
、
大
石
東
下
り
が
決
ま
り
、
急
遽
改
造
し
て
大
石

の
仮
宅
に
当
て
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
た
め
、
大
石
鎌
倉
着
の
前
日
、
即
ち
十
月
二
十
二
日

吉
田
忠
左
衛
門
、
冨
森
助
右
衛
門
、
中
村
勘
助
ら
が
軽
部
屋

敷
の
下
見
を
し
て
確
か
め
て
い
た
。

　

そ
の
後
、
吉
田
ら
は
鎌
倉
に
出
て
大
石
ら
を
迎
え
て
い
る

の
で
あ
る
。

　

尚
、
こ
の
軽
部
屋
敷
借
宅
に
つ
い
て
は
、
元
禄
十
五
年
八

月
二
十
七
日
付
け
の
大
石
か
ら
冨
森
へ
の
礼
状
が
存
在
し

て
い
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
七
月
二
十
八
日
の
円
山
会
議
の

知
ら
せ
が
江
戸
へ
着
き
、
直
ぐ
そ
の
行
動
を
し
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る
。

　

そ
し
て
、
大
石
が
到
着
す
る
ま
で
に
大
工
渡
辺
喜
右
衛
門

が
請
負
い
、
改
装
ま
で
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

大
石
は
、
こ
の
平
間
の
軽
部
屋
敷
で
討
入
り
計
画
の
詰
め

を
行
い
、
ま
た
、
同
志
に
指
令
を
下
し
た
の
で
あ
る
。

　

す
な
わ
ち
、
大
石
が
平
間
村
か
ら
発
し
た
と
さ
れ
る
「
訓

令
十
ヶ
条
」
で
あ
る
。

　

一
、
平
間
村
よ
り
指
令
し
て
い
る
こ
と
。

　

一
、
討
入
り
の
衣
類
、
相
印
、
相
言
葉
の
こ
と
。

　

一
、
討
入
り
の
武
器
、
支
度
の
こ
と
。

　

一
、
武
器
の
収
容
場
所
、
他
言
、
情
報
漏
れ
の
こ
と
。

　

一
、
抜
け
駆
け
で
も
吉
良
討
ち
は
や
め
る
こ
と
。

　

一
、
衣
食
に
金
員
を
か
け
な
い
こ
と
。

　

一
、
日
常
に
お
い
て
言
葉
に
気
を
つ
け
る
こ
と
。

　

一
、
全
員
皆
殺
し
に
す
る
こ
と
。

　

一
、
吉
良
邸
に
は
百
人
以
上
は
い
る
の
で
決
死
の
こ
と
。

　

一
、
改
め
て
神
文
を
差
し
出
す
こ
と
。

　

こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
恐
ら
く
京
都
か
ら
の
旅
の
途
中
で
考

え
て
き
て
、
平
間
村
に
着
い
て
か
ら
清
書
し
た
も
の
と
察
せ

ら
れ
る
。

唯
、
大
石
は
、
こ
の
軽
部
家
に
は
、
実
際
の
所
三
日
程
し
か

滞
在
し
て
な
く
、
四
日
目
か
ら
は
自
ら
江
戸
の
同
志
の
仮
宅

を
渡
り
歩
き
、
あ
る
い
は
宿
泊
し
て
打
ち
合
わ
せ
を
行
っ
て

い
た
の
で
あ
る
。

　

大
石
は
、
こ
の
軽
部
家
へ
入
居
す
る
際
は
、
家
来
の
瀬
尾

孫
左
衛
門
を
本
主
に
し
て
自
分
は
客
分
と
し
て
行
動
し
て

い
た
の
で
あ
る
。

　

軽
部
五
兵
衛
は
、
は
た
し
て
そ
の
主
従
関
係
を
見
抜
い
て

軽
部
五
兵
衛
分
家
第
五
代
子
孫

軽　

部　

光み

つ　

一か

ず 

氏
川　崎　市

人　物　紹　介
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い
た
か
は
疑
問
で
あ
る
。

　

軽
部
本
家
筋
は
、
昭
和
十
八
年
跡
継
ぎ
に
恵
ま
れ
ず
、
養

女
を
迎
え
た
方
も
亡
く
な
り
、
ご
先
祖
を
お
守
り
す
る
た

め
、
親
戚
の
菅
野
家
が
、
軽
部
本
家
の
祭
祀
を
継
承
、
現
在

二
家
だ
け
が
、
辛
う
じ
て
そ
の
血
筋
を
守
っ
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。

　

軽
部
家
は
、
当
初
よ
り
頂
龍
山
了
源
寺
を
菩
提
寺
と
し
て

お
り
、
当
山
の
住
職
に
三
人
の
方
が
住
持
と
し
て
勤
め
ら
れ

て
き
た
程
の
豪
農
で
あ
っ
た
。
現
在
で
も
境
内
に
は
軽
部
五

兵
衛
夫
婦
の
笠
付
き
墓
石
を
始
め
、
代
々
の
墓
石
が
並
ん
で

い
る
。

　

軽
部
の
家
紋
は
「
抱
き
茗
荷
」、
四
代
目
は
鳶
職
を
さ
れ

て
、
三
代
目
以
前
は
、
桃
畑
等
の
果
樹
園
農
家
と
の
こ
と
。

祖
母
の
話
で
は
二
代
目
の
養
女
を
本
家
か
ら
迎
え
た
時
の

話
と
し
て
、
分
家
の
屋
敷
に
来
る
の
に
、
他
人
様
の
土
地
は

通
ら
な
い
で
も
来
ら
れ
た
程
の
地
主
で
あ
っ
た
と
い
う
ほ

ど
で
あ
る
。

　

現
在
の
五
代
目
は
、
昭
和
五
年
生
ま
れ
で
七
十
七
歳
。
東

芝
タ
ン
ガ
ロ
イ
（
株
）
の
チ
ー
フ
エ
ン
ジ
ニ
ア
と
し
て
定
年

退
職
さ
れ
た
後
、
趣
味
の
写
真
撮
影
と
ゴ
ル
フ
の
悠
々
自
適

の
生
活
を
楽
し
ん
で
い
る
そ
う
で
あ
る
。
元
禄
事
件
に
つ
い

て
は
、
い
ろ
い
ろ
な
機
会
に
健
康
が
許
す
限
り
調
べ
て
み
た

い
と
話
さ
れ
て
い
た
。

取
材　

理
事　

冨
岡　

克
記

　　
尚
、
本
稿
協
力
の
た
め
、
川
崎
教
育
委
員
会
発
行
の
「
川
崎
市
文
化
財

調
査
収
録
三
〇
」
を
取
り
寄
せ
、
参
考
に
す
る
べ
く
拝
読
し
た
が
、
何
の

参
考
に
も
な
ら
ず
、
こ
れ
が
大
学
教
授
の
文
章
か
と
驚
き
入
る
ば
か
り
で

あ
る
。
誤
字
は
あ
り
、
事
実
で
は
な
い
こ
と
が
沢
山
書
か
れ
て
あ
り
「
ひ

ど
い
」
の
一
言
に
尽
き
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
先
生
に
調
査
原
稿
を
依

頼
す
る
川
崎
市
も
ど
う
か
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
仕
事
に
も
税

金
は
使
わ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
し
っ
か
り
し
て
頂
き
た
い
。

　

中
島　

評
了源寺の軽部家の墓地、五兵衛は左端

軽部五兵衛の大石らの仮寓小屋　（中央）

大石らが仮寓した地は現在住宅公社になっている

第58号 平成 19年 12月忠臣蔵を失ったら日本は埋没する
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